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中小企業・小規模事業者の皆様へ 

 

経済産業省 産業保安グループ 電力安全課長 

 

高濃度 PCB機器に係る早期処理へのご協力について 

 

平素より、電気設備の安全対策についてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

中小企業・小規模事業者の皆様が所有されている建物や施設に設置されている

電気設備の中には、「高圧電気室」や「キュービクル」と呼ばれる変換設備が設置さ

れている場合があります。特に、古い変換設備の中には、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣ

Ｂ）が使用されているものもあり、特にＰＣＢ濃度の高い機器（高濃度ＰＣＢ機器）に

ついては、ＰＣＢ特措法※１により決められた期限※２までの処分が義務づけられ

ています。 

一方で、平成３０年３月３１日に高濃度ＰＣＢ機器の処分期間を迎えた地域

（JESCO北九州事業エリア）では、処分期間終了後に高濃度 PCB機器が発見され

た事例が複数発生しております（事業承継や建物の所有権移転などで所有者が変

更となった際に高濃度ＰＣＢ機器が発見されるケースもあり）。処分期限を過ぎて高

濃度ＰＣＢ機器が発見された場合、事業者の責任にて保管いただくこととなります。 

今後、処分期限を迎える他の事業エリアにおいて未処理の高濃度ＰＣＢ機器が

発見されることがないよう、高濃度ＰＣＢ機器の有無のご確認と早期の高濃度ＰＣＢ

機器の処理の促進をお願いいたします。今般、過去の高濃度ＰＣＢ機器の発見事

例を踏まえ、事業者様向けにチェックリストを作成いたしましたので、併せてご活用

ください。 

なお、処分に向けた手続を行うにあたり、種類が分からず、高圧電気室やキュー

ビクル等へ立ち入る必要がある場合は、感電事故の危険性が伴うため、必ず設備

の管理を行っている電気主任技術者へ事前にご相談いただくようお願いいたしま

す。 
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※１ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

※２処分期間について 

「処分期間」とは、都道府県の区域ごとに次の表のとおりとなります。 

処分期間 
高濃度ＰＣＢ廃棄物（変圧器・コンデンサー等）の 

設置場所が所在する区域 

令和３年３月３１日 

＜大阪事業エリア＞ 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山

県 

令和４年３月３１日 

＜北海道事業エリア＞ 

＜東京事業エリア＞ 

＜豊田事業エリア＞ 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形

県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川

県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛

知県、三重県 

（終了） 

平成３０年３月３１日 

＜北九州事業エリア＞ 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長

崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

注：照明器具の安定器については、上記処分期間と異なります。 

詳細は下記のＰＲ資料「古い工場やビルをお持ちの皆様へ」をご参照願います。 

（QR コードからもアクセス可能です） 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/downloadfiles/pcb

koujyou.pdf 

 

 

 

●届出書類の手続きに関するお問い合わせ先 

各産業保安監督部へお問い合わせください。詳細は下記当省 HP下部の「設置場所

ごとの届出書類の提出先」をご覧ください。 

（QR コードからもアクセス可能です） 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/pc

b.html 

 

 

 

●本資料に関するお問い合わせ先 

経済産業省 産業保安グループ電力安全課 電力・保安担当 

電話：03-3501-1511(内線 4921) 

03-3501-1742（直通） 

03-3580-8486（FAX） 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/downloadfiles/pcbkoujyou.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/downloadfiles/pcbkoujyou.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/pcb.html
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/pcb.html






（別紙）高濃度ＰＣＢ電気工作物早期処理のための確認ポイントチェックリスト
No. チェック項目 チェック

1 高圧受電設備を使用しているか。又は以前使用したものが残っていないか。

2 建物内に工事等により取り外した古い電気機器等が保管されていないか。

3 敷地内に取り外した電気機器等が放置されていないか。

4
前任の施設管理担当者等からＰＣＢ入り機器がある旨の申し送りがされていな
いか。

5
4にて申し送り等ある場合、当該機器の有無等について状態を確認出来ている
か。

6
電気主任技術者から高濃度ＰＣＢ入り機器の有無について報告を受けている
か。

7
4にて状態不明の機器がある場合、自宅や倉庫など別場所での保管等の可能
性はないか。

8
既設建物の購入や譲受時に高圧受電設備等にＰＣＢ入り機器の存在の有無に
ついて確認出来ているか。

9 電気主任技術者又は電気工事業者によるPCB有無の確認済みか。




